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はじめに

今日、政党政治は支配的な政治構想として広範に流通するが、「勝利」したはずの政党

政治が、９０年代以降の都政において、地域政党の台頭１）や政党支持なし層の増大、政党の

支持率の低下や絶対得票率の減少などの諸問題に直面し閉塞感に覆われている。中でも象

徴的なのは、１９４７年の戦後第一回の知事選挙以来、勝者であった政党が、９０年代に入ると

知事選挙を制し得なくなり、勝者は政党候補から非政党候補に交替したことである。さら

に政治参加を促すイデオロギーも、従来の「党派対立」中心から９１年選挙では「中央対地

方２）」に、９５年選挙では「政党対無党派３）」に変容し、政党の勝利は８０年代で終焉した４）。

既にこれらの問題に応えるべく、８０年代から９０年代前期を対象にした都政研究は提出され、

都政への理解も進んでいる。大別すれば、「都政の自律論５）」、「国政と都政の相互関係論６）」、

「都政の国政への対抗論７）」ともいうべきものがある。「自律論」は他の道府県政に比較し、

都政は財政的に国から自律的であること、「都制」によって特別区をも包摂する団体のた

め行政機構が他の自治体に比較して膨大であること、さらにそうした行政機構を掌握する

必要性から、都知事には高度の統治能力が要求されること等々、都政は国政に対し自律的

であることを強調する。次に「相互関係論」は、分析方法として都政を知事ごとに区分し、

各々の都政と国政との相互関係を政治・行政活動の両面から捉える。論者によって政治や

行政活動を説明する変数は異なるが、それらの分析を通じ、都政と国政との関係が整序さ

れる。さらに「対抗論」は相互関係論の一部と考えられるが、国に対抗的になることを通

じて都政を特徴付ける。都政の不可視性を問う立論に、都政は国の政策方針に対抗的にな

ることを通じて明確化すると、この議論は主張するのである。

しかし、これらの議論は、政党政治が首長と議会の接合面となり、二元的代表制を通じ

て政治共同体を統治する次元を適切に問題化している訳ではない。確かに都政の選挙研究

では、公職の選出に関連して政党を問題化した議論も提出されているが８）、それとて政党

による統治を通じた政党政治の成果を問う議論までには至っていない。そもそも「自律論」

は、都政の優位性強調のため、政治、行政機構から組織化される統治システムの優越を確

認するものでしかなく、また、「相互関係論」も国政と都政間の関係（中央地方関係）を

通じて都政の自律性の程度を問う以上のものではない。増して「対抗論」に至っては、都
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政の明確化の方法として国との対抗性を強調するため、都政の可視化の方法論を問う範域

に留まらざるを得ない。留意すべきは、既存の都政研究は、自律、相互関係、対抗性を重

視するあまり、国政と都政との「距離」、即ち「位置論」に留まり、政党政治として都政

を扱うことに失敗していることである。本稿では、こうした都政研究の現状に鑑み、都政

における政党政治の危機の構造とその発展可能性について論じる。具体的には、９０年代前

期の政党政治の閉塞を８０年代中期以降９０年代初期までの政策課題に対する「議会の応答」

と、その応答を成立せしめた「政策的背景」という二つの次元への９０年代前期の対応の結

果という観点から捉え、これらの検討を通じて都政における政党政治の政治的条件を析出

し、それを通じて９０年代中期以降の都政を展望する。

さて、都政に関する先行の政党政治研究はどのようであったであろう。第一に「国政上

の政党間関係論９）」では、国会における政党間関係が権力としての知事の誕生に如何に反

映されたのかに関心が向けられた。第二に、「中央対地方関係論１０）」ともいうべき議論で

は、国政と地方政治との連動による党派連合ではなく、国政と異質の地方自律の党派連合

の可能性が提出された。第三に、「政策距離論１１）」では政党間の政策距離の遠近によって

知事選挙における党派連合が成立したと考えられた。さらに大都市部での財政事情によっ

て知事選挙の党派的枠組みが成立したことを強調した議論もある１２）。これらによれば、従

来の研究は、知事選挙を通じて選択された特定党派による権力としての知事の「形成論」

が中心であったことが分かる。如何なる要因から当該知事が選出されたのか、その要因の

提出が課題となっていたように思われる。しかし、こうした理解は、特定の政権の誕生を

解明する政党政治の一面の理解ではあっても、政党政治の別の一面、即ち政権成立後の統

治に関する問題への対処には十分ではない。そこでは、主として権力形成を研究していさ

えすれば、容易に政党政治は把握されるものとの理解が存在していたように思われる。し

かし、政党政治の検討では、政権の成立以上に、成立後の政治過程に着目せざるを得ない。

即ち、政治の担い手による公共性への挑戦は、多くの場合、むしろ選挙後の統治過程で顕

在化するのが一般的であり、しかも執行機関の権力がいったん成立すると、統治過程での

価値の配分をめぐっては諸アクターの競合する余地は大きく、さらに二元的代表制におけ

る固定任期の下では、こうしたアクターの介入の常態化はむしろ自明と考えられるからで

ある。

さて、都道府県の政治制度である二元的代表制には執行機関としての知事と議決機関と

しての議会のふたつの機関を、第一に選挙民の各々の直接選挙によって一定期間選出し、

第二に明確な権限のもとに分立させるという特徴がある１３）。

第一の選挙を通じた選挙民の意思の表明が、議院内閣制とは異なり、執行機関と議決機

関の双方に一定期間制度化されるという点は、選挙民の意思の表明によって執行機関があ

る期間統御されることを意味するため執行機関と選挙民との関係が重要になる。このため

ハンチントンらも指摘したように、「政権が時々の状況に対応し、民意を反映した上で政

権を担当できるか否かという能力」、いわば「統治能力１４）」は欠かせない。二元的代表制

では双方の機関が固定任期で政治共同体を運営するため、統治能力の実効性が政治共同体

の存在状況に映し出される。「単に生き長らえている政権と活力のある政権」との相違は

統治能力の実効性に関わってくるのである。固定任期は統治能力のある政権では過剰に意

識されないものであろうが、逆に政権の体は為しても統治能力の欠如した、単に任期とい
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う政権の寿命を消化しているだけの政権ではむしろそれは障害にさえなる。障害の排除を

目的に、軍部によるクーデターという手段を通じての政権交替は、多くの発展途上国家で

目撃されたとおりである。選挙民の意思の反映が合理的に機能している政権では統治能力

も高く、その政権は安定するであろうが、さもなくば統治自体に危機が及ぶ可能性も高く

なる。もともと民主主義の最大の特徴が「人民のための統治」という政治活動の公開性と

同時に、人民からの公的異議の申し立ての制度化であった点に鑑みれば、統治能力の有無

が如何に重要であるかは理解できるであろう。しかし、そのような制度化にも拘わらず、

政治の担い手の選択では、その選択の余地に幅があり、かつ柔軟であったため、政党政治

は政治の担い手によって行われる公共性の私的化から逃れられなかった。そこで、人民に

よる政治の制度化では、こうした公共性の私的化、換言すれば政治のマイナス面の克服も

重要な課題となったのである。

第二の権限の明確化の下での機関分立という特徴は、制度的問題を表出する可能性を内

在させたため、執行機関と議決機関との相互関係が重要になった。すなわち、両者の対立

が深刻化すると、事態の推移に応じて権力行使を柔軟に行い得ない状態が現出されたの

である。両者の硬直性１５）（rigidity）が増大すれば政治の停滞（immobilism）と行き詰まり

（deadlock）を産出することになった。大統領制とその「政治的安定性」についての考察に

よれば、議院内閣制の政治的安定性は、主にその政権の寿命の長短によって測定されるの

に対し、任期に支えられた大統領制の政治的安定性は、予定された期間における大統領に

対抗する勢力の動向に依存するとされる１６）。大統領と議会多数派との対立が昂じれば物事

の解決は容易ではなくなり、当該政権は政治的不安定に陥らざるを得ない。もちろん、こ

うした状態を回避する方法として、二元的代表制では首長による議会解散権と議会による

首長不信任決議権とが制度化１７）されているが、以上のような大統領制における政治的不安

定については、メインウォーリングも指摘したところである１８）。大統領の党派が議会の多

数派に一致すれば不一致の場合に比してより安定的であるが、逆に不一致であれば大統領

の意思は議会を容易には通過できなかった１９）。また仮に一致しても、多数派の凝集性が政

党システムの状況によって動揺すれば、政権は必ずしも安定して推移しなかったのである。

大統領制についてのメインウォーリングの分析によれば、２５年以上の期間にわたって定期

的な競合選挙の可能であった大統領制国家は、米国、コロンビア、コスタリカ、ベネズエ

ラ、チリのわずかに５カ国でしかなく、しかもそのうちチリ以外の４カ国の政党数は１.９

（米）、２.１（コロンビア）、２.３（コスタリカ）、２.６（ベネズエラ）であったという。大統領

制における大統領と議会の関係が政党システムに如何に依存していたかが分かれば、二元

的代表制における首長と議会の関係でも、この点は重要であることが理解できるであろう。

都議会を概観すれば、五五年体制成立以降６５年７月の「刷新都議会選挙」まででは自民

党も一党で多数を占めたが、それ以降では、第一党ではあっても相対化し、自民党以上の

多数党は都議会に参入していない２０）（２００７年時点）。第二に、さらに、自社両党に加えて

６５年の都議会選挙では公明党と民社党が、７７年選挙のそれでは新自由クラブが、さらに

９３年選挙のそれでは日本新党が新たに議会内に進出し、入退場は存在しても政党が一定の

勢力を確保して存率したため政党システムは多党化し、この状況は今日まで継続されてい

る。

多数党の不在と多党化した政党システムという都議会内の政党配置と、二元的代表制と
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は都政における政党政治の遂行に不安定な陰を投げかける。即ち、知事の選択の際、単独

で候補を擁立できない場合には選挙協力によって協調しても、政権成立後の政治過程では

必ずしもその協調が有効的にはならないという点である。それは、執行機関と議決機関が

二元的であるため、知事派には知事を支える意識が議院内閣制における与党に比べて希薄

となり易い。与党は、議会内に多数を形成し、与党の政権を執行機関に樹立せしめるから

与党であって、そこでは政権を支えることが与党の前提である。仮に政権が崩壊すれば、

与党はそれを野党に明け渡すのみである。しかし二元的代表制における知事を支える多数

派形成は、知事・執行部にとっては、いわば議案を成立せしめる手段であり、必ずしも同

一の多数派が継続して知事を支える必要はなく、議案の都度多数派形成が変容して一向に

差し支えない。けれども恒常的に同一の多数派を知事・執行部が追求するのは、議案毎の

多数派形成が必ずしも容易ではないからである。つまり二元的代表制における知事派は、

いわば知事・執行部側の論理に基づく枠組みであって、そもそも制度上保障されているも

のではない。しかも知事と議会は各々選出されて、その代表性は選挙民に由来するため、

彼らから安定的な信頼関係さえ確保できていさえすれば、知事派には、知事を恒常的に支

えなければならない責任はなく、しかも彼らが如何なる政策決定を行おうとそれは彼らの

意に添うのみである。こうした知事派の特質に加えて、その知事派の多数派形成が、単一

の政党によって成立するのであれば、知事派も継続して知事を支えることも可能であろう

が、それが複数政党から構成されるとなると、知事派の協調性の確保は容易ではなくな

る。増して議案毎に多数派形成を行おうとすれば、知事・執行部には並大抵ではない議会

内政党との交渉能力が求められる。このため、知事・執行部の提出する議案の安定的な通

過には、知事を支持する多数派の確保（党派的統一性）とともに、知事派の協力関係の高

さ（凝集性）の程度が問題となるのである。

以上のような都議会内における多数党の不在と政党システムの断片化（fragmentation２１））

という構造的要因に、執行機関と議決機関間における党派的統一性と凝集性の状況という

政治的条件が加わることによって、都政のあり方は規定されるが、こうした都政のあり方

は、統治機構による選挙民の意思の反映の点で限定的のため、選挙民の評価に連動しない

状況にある。このため都政における政党政治は衰退状況にある。従って、この構造的要因

の解消こそが、都政における政党政治には重要である。

以下第１章では、８０年代前半期における知事と知事派との結束の強さが、８０年代末期、

消費税の公共料金への転嫁問題を期に、動揺したことが、その背景としての開発政策と福

祉政策に対する政党の関心という点から歴史的、数量的に検討される。続く第２章の９０年

代前半期には、知事派の動揺の背景的要因となった開発政策と住宅政策への見直しによっ

て、知事派が結束した点が示される。二つの政治過程の比較を通じて、都議会内における

構造的要因に、開発と福祉政策を背景とした政治的条件が加わることによって統治に相違

が生じたという点が示されるが、注目すべきは、知事による政策的調整が政治的条件を規

定したという点である。第３章では、以上の議会内の対応も選挙民からは積極的支持を得

ていなかったため都政の選挙民の意思を反映するという点では十分とはならず、都政の統

治能力は欠如していたという点が示される。最後に結語でまとめが行われ、政治的条件の

含意についても言及される。
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１．知事と知事派の協力関係の変容と消費税の転嫁問題

⑴知事派の凝集性の低下と消費税の転嫁問題

都知事選挙を１年半後に控えた７７年９月、党本部における美濃部知事との会談で、４選

不出馬を明かされた竹入義勝公明党委員長は、７８年４月と７月の２回にわたり社会党中軸

による候補者選定の「三者会談」に応じたが、候補者発掘が不調でその後の会談が事実上

中止になると、候補者選定作業は具体的成果を得られないまま暗礁に乗り上げた。こうし

た経緯の中、元総評議長の太田薫が唐突にも出馬の意思を明らかにすると２２）、これに総評

は直ちに呼応し、社会党にも選挙協力を申し入れたが、飛鳥田社会党委員長はこれにはむ

しろ消極的で、公明党との候補者選定作業に固執した２３）。しかし、社会党中軸の候補者擁

立が難航の一方で、太田の立候補は動かし難い事実となると、公明党はこうした状況をむ

しろ嫌って、中道の他政党との連携を視野に入れ、民社党との連携を模索して７９年１月に

は候補者擁立までに状況を発展させた。公明党はこれを契機に、７５年の都知事選挙以来の

社会・共産両党との協力関係を断ち切って自民・民社両党とのそれに、その政治路線を転

換した。１月８日、公明党都本部書記長藤井富雄と民社党都連書記長林永二の両者は、東

都政下で副知事を務め、当時公営企業金融公庫総裁であった元自治事務次官の鈴木俊一を

両党統一候補として擁立することを記者会見で明らかにした。これには独自候補の擁立を

めぐって紆余曲折していた自民党をも、それを断念させて合流させたため、自民・公明・

民社３党による統一候補の擁立が確定した２４）。

政治状況が一変すると、太田擁立に消極的であった社会党も、独自候補の擁立を断念し、

急遽、共産党との間で選挙協力を締結して、総評とともに太田を革新統一候補に認めた。

 ７９年４月の保守中道と革新の対決構図となった都知事選挙では、太田候補の知名度不足

に美濃部都知事の選挙戦に対する中立宣言も加わり革新候補は敗退した。これに対し、官

僚出身で地味な印象のため、勝利が一時は疑問視もされたが、保守中道候補は革新統一候

補の得票１,５４１,５９４票に４０万票あまりの差をつけ、１,９００,２１０票を獲得して１２年ぶりに革新勢

力から都政を奪還した。注目すべきことに、ここに公明党は美濃部都政に継続して鈴木都

政でも知事派としての影響力を行使可能の立場を確保できたのである。

以上の公明党と鈴木都政との協力関係は、結果的には８０年代後期までの約１０年間安定的

に推移したが、特に８０年代前期には同党の勢力の拡大もあり、政党と執行部とのこうした

協力関係は世論からも支持された格好であった。８１年７月に行われた都議選では、自民、

社会、新自クが絶対得票率と議席数を減少させたなか、公明、民社党はともにそれらを伸

ばし、特に公明党は、立候補者の総員を当選させて過去最高の２７議席を獲得し、しかも２

人擁立の大田区以外の全選挙区で候補者は最高点の票を獲得したのである２５）。さらに、続

く８５年７月の都議選でも公明党は前回実績に２議席を上乗せして結党以来最高の２９議席を

獲得できたため、同党の躍進を都議会公明党幹事長の藤井富雄は、「与党体制は磐石」と

まで評した。

また、自民党もこの選挙では前回の議席を４議席上回り、７７年都議選のレベルまでに復

帰できたため、自公民３党による獲得議席は、定数１２７の３分の２という絶対多数になっ

た。これは、鈴木都政の第２期が選挙民から支持された証左であるとして、木村敬三都議

会自民党幹事長は、２年後の知事選挙は「鈴木三選で構わぬ」と述べ、知事と知事派との
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協力関係の良好を強調したのである２６）。

こうした「磐石の与党体制」であった鈴木都政も、売上税導入の是非を政策課題とした

８７年４月の統一地方選挙の前期に、選挙民の判断を仰ぐ３選目の知事選挙を迎えた。売

上税構想は、８６年７月の衆参同日選挙で結党以来の絶対多数を得た中曽根内閣下で議題設

定されたが、首相の導入意欲とは逆に与党内には反対勢力も多く、党内は動揺していた。

７９年１２月の「一般消費税の導入によって財政再建は図らない」との国会決議とともに、

「大型間接税の導入はやらない」との８６年の衆議院選挙における首相公約があったためで

ある２７）。特に日々の生活が消費に直結した大都市部を選挙区とする政治エリートは、売上

に課税される同税の導入には選挙対策上敏感にならざるを得なかったため、その抵抗姿勢

は強硬であった。同党の有力支持団体の流通業界による間接税導入反対の決起大会には、

東京都選出の衆参両院議員の約４０人までもが、執行部の制止にも躊躇することなく参加し

て気勢を挙げた２８）。こうした行動には国会議員を始め、地方自治体議員をも包括した自民

党都連も呼応し、８６年１０月には全国の地方自治体に先行して導入反対の意見書を党本部に

提出して、その姿勢を示したのである。

しかし、都議会の自民党会派である都議会自民党の意識は、知事を支持した知事派の公

明、民社両党の「これでは知事選挙は戦えない」といったそれとは異なり、「国政と都政

は別」として、精々導入に慎重な姿勢を求める要望書２９）を党本部に提出した程度でしかな

かった３０）。また、鈴木知事のそれも知事選挙を間近に控えてはいたものの、８７年１月３０日

の記者会見での発言は、審議の動向に重大な関心を持って全体の推移を見守る程度であっ

て、両者が同問題に積極的に抵抗した訳ではなかった。知事選挙の後に、区市町村会議員

選挙を控えていた公明、民社両党の、知事選挙の応援に駆けつけた中曽根首相に対し、「中

曽根首相とわが委員長は同じ車に乗らない」とした危機感とは相当程度乖離があったので

ある３１）。ただし、３月８日の参議院岩手選挙区補欠選挙での社会党候補の圧勝によって、

鈴木知事の姿勢にも変化はあった３２）。間接税論者３３）といわれた知事も、「現状のまま導入

を強行することに対しては反対」と表明して、世論の動向には敏感にならざるを得なかっ

たのである。

このように、売上税に関わる知事と知事派、あるいは政党間の意向に各々相違は存在し

たが、それらによって知事と公明、民社両党が直ちに対立して両者の協力関係に齟齬が生

じるという状況には至らなかった。この点は後述する消費税導入の事例とは異なる。知事

選挙における知事派の結束は、自民党を中心に維持され、鈴木知事は２,１２８,４７６票を獲得し

て、社会党と共産党の候補に大差をつけて３選した。

売上税導入法案は統一地方選挙終了後の衆院において審議未了で廃案になったが３４）、大

衆消費課税の問題は、その後、８７年１１月発足の竹下政権下で、消費税構想として再登場し

た。その際、同税導入の都政に対する影響は、公共料金への転嫁という問題として浮上し

た。

例年、次年度の予算案は２月中旬から開会される第一定例会に提案されることを前提に、

各党の予算要望は年明けの１月上旬から適宜、知事に提出されるが、消費税の公共料金へ

の転嫁に関しては、早々と反対を表明した社共両党を別にすれば、知事派の対応は不確定

であった。都議会自民党の「実施は知事に一任」に加え、都議会公明党も「税制改革の影

響もあり財政運営は慎重に」と述べたに留まり、都議会民社党に至っては言及さえないと
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いう状況であった。「消費税は最終的には消費者が負担するもの。従って転嫁が原則」と

いう財務局の意向や、上乗せ転嫁方針の堅持を強力に主張した自治省の方針は存在しても、

知事の判断が示されていなかったためである。このため財務局は転嫁と不転嫁の二通りの

予算案を編成した。

ところが、バス、水道、下水道、都営住宅家賃などの公共料金に消費税を８９年４月から

転嫁する都の方針が、１月２０日の「与党連絡会」での知事発言で表明されると、知事派の

中でも公明、民社の両会派は難色を示した。８７年の売上税論争時の「向こう三年間は水道

料金は値上げしない」との知事と議会の合意と、都議選前での転嫁による公共料金の値上

げは、社共両党に格好の攻撃材料を与えるとの判断が、両党に共有されたためである。「国

政上問題の税制と都政とは別」との論理で割り切れた都議会自民党に対し、都議会公明党

と都議会民社党には、同税の転嫁は深刻な問題に発展し得ると映ったのである。すなわち、

両党は、消費税の導入が決定した国会審議において、両党は自民党に協力したという世論

を懸念していたからである３５）。

 ８６年衆院選挙で絶対多数を獲得した自民党にとって、多数を背景にすれば消費税導入

法案の可決は必ずしも困難ではなく、むしろ容易であったにも拘わらず、他党との連携に

よる議決に同党は固執したため、政策距離の接近していた公明党と民社党とは、同党の過

大の多数派形成の対象になった。つまり、いわゆる「自公民路線」によって同税の導入は

決定したのである３６）。政策形成を通じて、８８年度の減税と不公平税制の是正という成果を

獲得しても、牛歩戦術という抵抗度の高い政治行動に加え、衆院解散という捨て身の脅迫

戦術で、反対を強硬に主張した社会党との行動と比較すれば、こうした両党の自民党との

妥協的交渉は、与党に迎合的と選挙民には映り、世論の指弾の的となったのである３７）。マ

ス・メディアは両党は自民党と取引をしたと批判した３８）。

知事・執行部と知事派とは妥協が成立しないまま２月１２日、福岡での参議院補欠選挙を

迎えたが、この選挙で自民党候補が惨敗すると、都議会自民党も加わり３会派の反対姿勢

は強硬になった。このため知事・執行部案は変更を余儀なくされたのである。

知事は２月１６日、転嫁対象となる事業を８２事業から５４事業に変更して３会派に提示した

が、彼らの主張は翻意されず、事態は打開しなかった。都議会公明党は、予算原案には賛

成しても転嫁の条例改正案には反対すると脅迫さえした。こうした膠着状態の継続の中で、

同問題は自民党本部による仲介に至ったが、それを期に解決の兆しが生じたかに見えた。

２月２０日、鈴木知事を訪ねた自民党政調会長渡辺美智雄は、「水道、下水道料金は都民

生活に影響しないよう企業努力で料金を３％引き下げ、消費税を３％上乗せすることで処

理できないか」と、「東京方式」とされる斡旋案を提案した。膠着状態の打開を目的とし

ていた都にとって、同提案の存在は有意義であったため、知事・執行部はこの提案を受け

入れ、その結果として、①水道、下水道、工業用水道については料金の４％を値下げして

３％の消費税を転嫁し、②都電は不転嫁、③地下鉄とバスは転嫁し、④手数料と使用料は

４月１日実施の見送りという改定案を知事派に提示した。知事・執行部は５４事業４５条例改

正案を５条例案にまで絞るという妥協をしたのである。

３月７日の第一定例会の代表質問において、都議会自民党は同提案の受け入れを表明し

たが、しかしながら都議会公明党は妥協しなかった。それどころか、３月１９日に行われた

千葉県知事選挙における大方の予想に反しての共産党の善戦は、知事派に消費税導入の影
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響力の大きさを示した格好となり、都議会公明党は、社会党都議会や共産党都議会ととも

に、同定例会に「消費税廃止を求める意見書」を提出する用意があるとまで言及したので

ある。

膠着状態は会期末を１週間後に控えた３月２２日に至っても解決されず、都議会自民党を

除いて、８９年度予算案賛成に対する各党の態度は決定しなかった。知事・執行部と知事派

の公明、民社両党とは対立状況継続のまま３０日の会期末を迎えたため、収拾は図られず同

案は上程された。その結果、値上げになる地下鉄と貸し切りバスの２条例改正案と、それ

を含む「平成元年度補正予算案（交通事業会計、高速電車事業会計）」に、都議会公明党

は、交通料金の３％の転嫁は都民負担に当たるとして反対したが、都議会自民党と都議会

民社党の賛成多数でかろうじてそれらは可決された３９）。しかし、都議会民社党は同案への

賛成を条件に「当面の間、転嫁実施を見送る」との決議の付帯を主張したため、転嫁は事

実上見送られるという意外な展開で同問題は帰結した。

これを契機に、知事と知事派間の凝集性は、「知事・都議会自民党・都議会民社党」と

「都議会公明党」とに弱化し、さらに意外な展開に至るが詳細は後述される。

公明党は８７年知事選挙において、売上税導入に反対しながら他方で鈴木知事の３選を支

持したが、それは同党が政権への接近を党の政策実現に優先させたからに他ならない。し

かしながら、都議会公明党は８９年の消費税の転嫁問題においては、これとは逆に党の方針

を表面化させたのであり、これは政権との密着あるいは接近より会派の政策実現を優先さ

せたことを意味し、公明党はその立場を使い分けたということである。後者の例を見ると、

都議会公明党は間接税に対する政党方針に沿って行動したが、その一方で知事派に動揺を

もたらせ、その上知事･執行部に政策の変容を強いるという影響を与えた。比較的知事･執

行部の立場に近い都議会自民党に、都議会公明党が対抗したため、都議会民社党が両者の

関係を緩衝する立場を担ったのである。しかしながら、それは知事･執行部の提案のゆく

えが、都議会公明党以上に小会派の都議会民社党によって決定付けられたということを意

味し、その影響力は過大となった。他方、当初は知事支持派の要求も柔軟な内容であった

が、それも交渉と選挙を経る都度、その強度を増し、知事･執行部の原案は交渉過程で数

度にわたり変容を余儀なくされた。知事･執行部は知事派に譲歩する形で、あるいは特定

会派の恐喝（blackmail）をも受け入れる形で交渉打開を図ろうとしたが、膠着状況は容易

には解消しなかったのである４０）。

政党が党独自の政策や方針を持っていることは自明でも、これらが知事･執行部の提案

と一致しない場合、すなわち交渉過程での「行き詰まり（deadlock）」に至ると、この打開

は容易ではなく、政党にとって、政党の政策方針に近い政権を如何に作るか、あるいはそ

のような政権を如何に維持するかということの方が、知事･執行部の方針に従う以上に重

要となっていく４１）。このことによっても都議会公明党の主張が必ずしも実現したわけでは

なく、その上知事･執行部の主張も後退を余儀なくされ、いずれもがリスクを受けざるを

得なかった点は、こうした問題の構造性を示唆する。この硬直性（rigidity）によって政治

の停滞と行き詰まりが生み出される可能性も多く、その上そこでは知事･執行部と議会は

互いに相手を批判するという形に陥ることが避けられない４２）。このことは二元的代表制に

おける知事派の結束の難しさを象徴している４３）。

地方自治体議会における連合型の多数派形成の場合、同様の状態になる要因の一つは二
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元的代表制にあると考えられるが、二元的代表制における知事派は、議院内閣制における

与党とは異なり、政府を支える責任という点でその意識が希薄である。このため如何に政

党の政策方針に近い政権を作るか、あるいはそうした政権を維持していくかの方が、知事

の方針に沿う以上に、政党にとっては重要課題となってしまうのである。

都議会公明党は、従来から持っていた間接税に対する政策方針には忠実であったため、

上述したように政党としての役割を果たしたともいえるが、知事選挙という政党が戦略的

な行動を取り得る場でそれを潜在化して妥協した点は問題であったともいえる４４）。換言す

れば、こうした現実は、知事派として「現実的」に対応のできる政党への脱皮を為し得な

かったということでもある。如何なる理由で同党はそうした行動を選択したのか。なぜ、

都議会公明党は知事派でありながら、同問題では権力から遠心的になってまで抵抗せざる

を得なかったのか。仮に、同党の消費税に対する方針が知事・執行部のそれとは異なって

いたことが最大要因であるのであれば、同党は間接税に反対という方針を持ちながら、間

接税論者の知事候補を支持して、８７年の知事選挙ではともに戦うという矛盾をおかしたこ

とになる。そうした矛盾をおかしてまで都議会公明党が知事と対立し、さらに都議会自民

党との協力関係に距離を置いて、あえて「野党化」しなければならなかったこととは如何

なることか。この点を、上述でも指摘されたように、同党の最大の関心事であった都議会

選挙という観点から検討して見よう。都議会議員選挙とは公明党にとって如何なる存在で

あったのか、これが検討の焦点である。

表１－１　１９８５年の都議選における自民党候補者６８人の立候補のパターン

１人区 ２人区 ３人区 ４人区 ５人区 ６人区 ８人区

候補有 ８ ８ ６ ２１ １２ ３ ７

候補無 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 １１ ８ ６ ２１ １２ ３ ７

表１－２　１９８５年の都議選における公明党候補者４３人の立候補のパターン

１人区 ２人区 ３人区 ４人区 ５人区 ６人区 ８人区

候補有 １ ２ ５ １１ ６ １ ４

候補無 １０ ３ ０ ０ ０ ０ ０

計 １１ ５ ５ １１ ６ １ ４

出典：『朝日新聞』１９８５年７月８日夕刊より作成

表１－１及び１－２からも分かるように、都議会公明党は都議会自民党と多くの選挙区

で競合した。知事派でも都議会民社党は８５年の都議会選挙で９人しか立候補していなかっ

たのに対し、公明党は、４３人もの候補者を立てたが、その大半が３人区以上に集中してい

た。３人区以上になれば自民、公明、社会等の主要政党が候補者を立てて政党間競合も起

きやすい上、そうした選挙区では自民党が複数候補を擁立する可能性もあり、３党による

政党間競争は増大する可能性が高い。つまり、都議会公明党は、都議会自民党と知事派で
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協力するという立場とは対照的に、都議選では競合しなければならなかったのである。し

かも大半の選挙区は中選挙区である。こうした選挙区では複数政党の出現が可能となるた

め４５）、選挙後の議会では、議会選挙で競合してした政党同士が、多数派形成で「連合」を

行うことにもなる。選挙で競合する政党同士が議会では多数派を構成しなければならない

という現実が存在する。このため都議会公明党は政党独自の方針を重視しなければならな

かったものと考えられる。こうして見ると、議会の選挙制度と二元的代表制とのコンビネ

ーションは、当該問題において確認されたように、政治的安定性を損なう可能性が大きい

のである。

 ８９年の都議選では国政の課題である消費税の導入の是非が争点となった。７月２日に投

開票された都議選では、社会党が推薦も含めて３６議席という改選前議席の３倍に躍進した

一方、自民党は１３議席減の４３議席に、公明党は２９議席から２６議席に、そして共産党は１９議

席から１４議席減の５議席になり、社会党の勝利は独走的であった。特に都議会公明党にと

って、この選挙は消費税導入に伴う公共料金への転嫁問題で反対姿勢を鮮明にして、公共

料金への転嫁を抑制した割に、この点は議席に反映されず、社会党へ動員された格好であ

ったのである。

選挙後の８９年１２月４日、開会した８９年の第四定例会では、国会の社公民３党提出による

「消費税廃止法案」に関連し、消費税廃止意見書案が社会党都議会と都議会公明党と都議

会民社党の協調の下で提出された。１２月７日の代表質問で社会党都議会と共産党都議会は

知事に公共料金への消費税転嫁廃止を要望したが、知事はこれまでの姿勢を崩さず国の動

向を見守るという点を改めて強調した。国政同様、社会党都議会、都議会公明党、都議会

民社党の３会派の結束があれば、廃止意見書案はもとより消費税転嫁廃止条例案の成立も

可能であった。しかし、都議会自民党は、知事提案とは異なり、議員提案の意見書案や条

例案の委員会への上程は、先ず、議会運営委員会で全会一致の賛成があって行われるのが

原則であるとの慣例を根拠に委員会への上程に難色を示した。このため同意見書案の上程

および審議は実現しなかったが、このことを通じて社会党都議会、都議会公明党、都議会

民社党という国政における政党間関係と同様の枠組が都議会においても一定の効果を持つ

ことが確認されたことで、都議会公明党は知事・執行部および都議会自民党からより距離

を置くようになった点が分かる。

続いて、臨海計画と世界都市博に「促進」的であった都議会公明党は、９０年の第二定例

会から議会において明確に計画の見直しを主張するようになった４６）。同会派の関心は臨海

地区における都営住宅建設に向けられていた４７）。都議会公明党は、この定例会で臨海地区

における公共住宅の供給数について知事に回答を求めたが、知事は具体的供給数について

明言しなかった４８）。「臨海計画」では、推進の都議会自民党と都議会民社党、見直し・反

対の社会党都議会と共産党都議会、そして都議会公明党は、推進からやや距離を置いたの

である。

ところで、９０年の第二定例会を終えた６月末、９１年の知事選挙までの期間が１年を満た

なくなると、知事の４選への是非論が浮上したが、都議会自民党と都議会民社党は鈴木４

選を支持した４９）のに対し、都議会公明党は、前回選挙までの状況とは異なり、その態度を

明確にしなかった。また都議会自民党の一、二期の議員間には、「知事選を考える会」が

公然と存在するようになったが、同会は、知事選における候補者選び、政策について党中
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央と都連などにも働きかけていくことを目的として結成されたが、メンバーの一人の「三期

目は有能知事でも転機。白紙から考えてみることが必要。それとこれまでの鈴木都政は、長

老、古手都議ばかりを重視し、一、二期生には目もくれなかった。また、いままでの知事

選の経緯をみると、いずれも上からの押しつけだったが、それは許さないということだ５０）」

の発言にも表われていたように、都議会自民党内の「派中派」的存在であった。都議会公

明党の知事派からの遠心化に加え、都議会自民党の分裂の可能性も出てきたのである５１）。

一方、９０年７月２６日、旧総評は知事候補について連合の拡大代表者会議で共産党を除く、

社会、公明、民社、社民連４党での統一候補擁立構想を提唱した５２）。また都議会自民党は

８月初旬、都議会民社党も同時期鈴木４選支持を表明した５３）。ただし、都議会公明党は態

度未定であったため都議会自民党と都議会民社党の保守中道勢力と社会党都議会との双方

からその動向が注目された。

また都議会自民党は９月１４日、「知事選を考える会」が、「臨海計画」に対応した第三セ

クターの建設、懇談会行政、多選等、知事への批判を強めたことに対し、危機感を募らせ

て「知事選対策委員会」を同党内に設置し、さらに９月２５日には自民党幹部を招いての特

別総会を行い、知事選挙への取り組みの強化を開始した。こうした動きには、１１月１６日、

２３区特別区長会も反応し、同会は鈴木知事の４選出馬の要請を行なったが、これには１１月

２８日、多摩地区の２１市からなる市長会も応じ、さらに３０日には１５町村からなる町村長会も

４選で合意した。

こうした状況でも、都議会公明党の具体的表明はなく５４）、１１月２７日、２８日には公明党都

本部の党大会が行われ５５）、知事も来賓として招待されたが、知事選に対する同党からの具

体的提案はなかった５６）。一方、社会党都議会も連合の要請を受け入れる形で社公民連４党

による候補者選考に入ったが、具体的成果には結びつかなかった５７）。

ところが、９０年１２月１９日の公明党党大会において、これまでの沈黙を破って石田公明党

委員長は鈴木４選に難色を示したのである５８）。このことは翌日の自民党小沢幹事長の見解

でも支持されて、鈴木知事の４選への立候補は不明確になった５９）。都議会自民党、都議会

公明党、都議会民社党３会派の代表は１２月２６日、対応を協議したが、鈴木４選は事実上困

難という結論に達したのである。

公明党都本部は、９１年１月１０日、都連レベルでの自公民３党間の会談で鈴木４選不支持

を明確にし、さらに同日、３党の党本部も対応を協議したが、ここでも都レベルの結論を

追認したに過ぎなかった６０）。

しかし、鈴木知事は２月５日、９１年の第一定例会において４選出馬を公式に表明したた

め、知事選における候補擁立をめぐっての影響は議会にも投影された。９１年の第一定例会

では、鈴木４選支持の都議会自民党と都議会民社党、不支持の共産党都議会と社会党都議

会に加えて都議会公明党というように、会派の対抗構図は鈴木４選問題をめぐって２極化

したのである。さらに磯村尚憲が自公民３党の候補として２月１５日出馬表明を行うと、そ

の公約内容も第一定例会の審議に影響した。磯村は、「臨海計画」を全面的に見直し、世

界都市博も延期して、臨海地区を住宅中心の街にすると表明したが、その内容は臨海予算

への賛否に反映された。

住宅港湾委員会での都議会自民党内知事選を考える会所属議員の質問は、「臨海開発計

画は職住接近をうたっていながら住宅不足をさらに悪化させるもの」「国際展示場は建築
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確認をせずに地盤改良を行っているのは疑問。・・新庁舎やフロンティアを知事選前に持

ってくるのは、知事が自分の任期と都民の事業を連動させているのではないか」と知事批

判を展開したが、これには都議会公明党も応じ、反鈴木を鮮明にし、独自に平成２年度補

正予算（臨海副都心開発事業会計、埋め立て事業会計等）案の修正案を提出した。一方社

会党都議会も同予算案の組み替え案を提出し、また都議会自民党内の知事選を考える会議

員も都議会公明党案と同一の修正案を提出した。知事提案に加えて、政党による予算案の

提出という異例の事態に発展したのである。採決において３案はいずれも少数で否決され

たが、同時に知事案も都議会自民党と都議会民社党が少数化したため否決されるという事

態になった６１）。この結果、平成３年度予算案のうちの臨海部副都心開発事業会計に関わる

予算の一部が否決され、鈴木都政１２年間でも極めて異例の状況になった６２）。続いて上程さ

れた本会議でも同予算案は否決され、臨海・フロンティア関連事業は当面停止という事態

に陥ったのである。

しかし、９１年４月７日の知事選挙において、鈴木俊一は大差で４選を果たした。投票率

も５１.７％と前回比でも約８％強も上昇し、選挙民の審判は知事に軍配を上げた格好となっ

たのである。各候補の得票は、鈴木俊一が当選で２,２９２,８４６票を獲得し、磯村尚憲が次点で

１,４３７,２３３票、続いて畑田重夫が４２１,７７５票、そして大原光憲が２９０,４３５票という結果であっ

たが、社会党支持で出馬した大原は、同党の候補擁立の紆余曲折が災いしてか、供託金没

収という状況であった。

このように、都議会公明党は８９年の公共料金への消費税転嫁問題で紛糾した第一定例会

から８９年７月の都議会選挙にかけて、知事派から遠心化し、９１年の知事選挙では磯村候補

を擁立して鈴木に対抗した。直接的な要因は消費税の転嫁に求められながらも、そうした

経緯に至ったその背景には如何なる要因があったのか、既述した９０年第二定例会での同党

の質問にもあった臨海開発と住宅政策とに関連して検討しておくことにしよう。同問題が

表沙汰になる以前、即ち８０年代中期から末期にかけての時期への検討が必要になるであろ

う。

⑵知事派の断片化要因としての開発政策と住宅政策

 １９８４年９月５日に発足した中曽根首相の私的諮問機関である経済政策研究会６３）の初会合

において、首相は、公共事業の実施を政府の財政負担に依存しない臨調答申を前提に、民

間資金による内需の拡大によって産業の振興を図る具体的方策を同会に諮問した６４）。この

諮問は、第６回会議で「東京湾岸横断道路の建設」という提言で答申されたが、こうした

民間資金の活用による公共事業の推進という方向性は、与党自民党にも波及した。すなわ

ち８５年７月の「公共的事業への民間活力導入に関する特別調査会（民活導入調査会）６５）」

の第二次報告書がそれであり、同報告書では、公共事業の実施は、従来のような政府への

財政依存ではなく、民間資金の見込まれる事業（たとえば東京湾岸横断道路、明石海峡大

橋）に限定して行われるべきであると提言が為された。しかしこうした方向性は、少なか

らず臨調路線の変更を意味したため世論の反発が懸念された。これに対し、大槻文平第一

次行革審会長代行の民間資金導入を前提としての東京湾岸横断道の建設容認の発言（７月

２３日）と、同日の五島昇日商会頭の大槻発言擁護の表明は、経済政策研究会の主張する方

向の支持を意味し、従来の路線の転換を明確に印象づけたが、それのみに留まらず、同研

究会の提言を正統付ける上でも効果を発揮した。つまり、これによって大型公共事業推進
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の凍結解除は、民間資金の導入という留保付きで事実上容認され、民間資金による大規模

開発事業の推進方策、いわゆる「中曽根民活路線」の始動が可能となったのである。

ところで、東京都の臨海計画は政府・自民党の場合とは異なり情報通信社会への対応を

意味したテレポート構想から出発した６６）。８５年４月、世界テレポート連合の東京大会で鈴

木知事は、２１世紀の国際化・情報化への対応として、東京港１３号埋め立て地へ高度情報通

信基地、いわゆる「情報の港」を建設（東京テレポート構想）することを表明した。同構

想は、７月の「東京テレポート構想検討委員会（テレポート検討委）」設置に伴い具体的

に動き出し、翌８６年８月の同委の中間報告では、テレポートの必要性、１３号埋め立て計画、

テレポート運営の諸点が明記され、総開発面積９８.３ヘクタール、総床面積３４０ヘクタールの

情報関連分野の業務用高層ビル建設、これらの方策に伴う就業人口１０万人の街地の建設、

ビル屋上へのパラボラアンテナ建設（８基）等の８７年度中での着工が予定された６７）。

しかし、臨海計画は東京都独自の構想であったものが、首都への民活構想の着目から政

府・自民党の関心の的になった。政府・自民党と東京都では臨海地区の開発に関する動機

は異なりながらも、同計画は規模の拡大を共通点に、８６年７月の衆参同日選以降過熱化し

たのである。７月２２日発足の第三次中曽根内閣は天野光晴「民活導入調査会」長（中曽根

派）を建設相に、金丸信幹事長を民活担当相（副総理）に当てて、高層業務用ビルの建設

方針を打ち出した６８）。８０年代半ばにおける都心部の事務所不足と８６年４月の自民党の「民

活導入調査会」報告（臨海部、東京駅周辺での再開発を促進すること）とがその背景にあ

ったためである。金丸は、９月、自らの私的諮問機関の「民間活力活用推進懇談会」を設

置し、翌年度予算案へ大都市臨海部再開発事業化方策が盛り込まれるよう、政策提言を同

機関に求めたたが、同作業に関連して９月２２日には、金丸以下「民活導入調査会」メンバ

ーの臨海地区の視察も行われた。当時副知事であった横田政次は、金丸の視察以降、同地

区の開発が政府・自民党主導で行われていったと自著で述懐している６９）。

しかしながら、こうした政府・自民党主導の同計画への積極的姿勢は知事・執行部に危

機感を抱かせる要因となった。すなわち、「民活導入調査会」報告の１３号埋め立て地への

スーパー都市建設構想や東京駅周辺再開発推進政策は、第一に都市基盤整備（たとえば下

水道、道路交通）の遅滞した環境下では都心部過密化の激化を、第二に都市機能分散化を

目標とした「東京都長期計画（長計）」との矛盾を招く可能性があったためである７０）。東

京都は９月末、臨海部副都心開発計画会議（臨海計画会議委員長：知事）７１）を発足させる

とともに、１１月２８日発表の「二次長計」では、８月の中間報告（「テレポート検討委」）を

上回る規模の臨海計画を盛り込んだ。たとえばその内容は、１３号埋め立て地に加えて有明

貯木場埋め立て計画（予算額４４０億円）や晴海・豊洲地区の再開発（同１３０億円）、そして

１０号地埋め立て地への国際展示場建設のための調査費の見積もり（同１億円）など、１３号

地への東京テレポート建設の本格的な整備の推進であった７２）。

一方政府・自民党も東京都と並行的に、運輸省による東京臨海部再開発推進検討委員会

を設置（１０月２９日）し、首相の東京再開発重視発言（１１月１６日）に加え、１２月２日の四全

総に関連した国土庁の東京での都市開発重視表明というように、推進姿勢を加速させた。

これに対し東京都は８７年年明け以降臨海計画に拍車をかけた。１月２６日の「臨海計画会議」

の組織充実７３）、３月１１日の「テレポート検討委」の最終報告、６月３日の「臨海部副都心

開発基本構想（基本構想）」の発表がそれである。具体的には、「テレポート検討委」の最
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終報告では業務用ビル建設数増加（２０棟へ）に加えてホテルや催事ホール、さらに住宅建

設までもが盛り込まれ、その投資額は１兆８９００億円に達した７４）。「基本構想」ではさらに

その計画が拡大し、就業人口を１５０００人増加させた上で、なおかつ高層団地の建設（定住

人口４万４千人で住宅供給数１２５００戸を想定）と開発面積４４０ヘクタールを実施したうえで

交通システムを整備する計画も新規に加えられ、総事業費３兆４２００億円（広域交通基盤整

備費　１兆４２００億円を含む）に及ぶ一大事業に発展していたのである７５）。

ところが、政府・自民党と東京都とが競合して拡大された臨海計画は、８７年秋以降の政

府・自民党の方針転換によって新たな展開を見せはじめた７６）。すなわち、政府・自民党の

そうした競合状況からの退出と東京都の同計画への独自性強化という点とがそれである。

政府・自民党の臨海計画重視路線はまず１０月２日転機を迎えた。政府や東京都などで構成

される「同計画」の利害調整機関である東京臨海開発推進協議会は、６月策定の東京都の

「基本構想」を政府として追認し、さらに１１月６日の竹下内閣の発足で、金丸民活担当相

が更迭され、民活担当相の廃止が行われて、民活路線から税制重視への政策転換が図られ

たのである７７）。

一方、東京都は８８年３月２９日、既設の「臨海計画会議」を昇格させ「臨海部副都心開

発推進会議（推進会議議長：知事）」を設置し、４月１２日にはその事業計画を策定した。

その計画を８７年６月策定の「基本構想」との比較でみると、確かに就業人口３４０００人減

（８１０００人）や居住地域の総床面積９０ヘクタール減（２０５ヘクタール）というように縮小の

政策変更もあったが、開発面積の８ヘクタール増（４４８ヘクタール）や定住人口２３０００人増

（６７０００人）と拡大された規模は大きく、総事業費は７２００億円増加して４兆１４００億円にまで

達した７８）。また、東京都は、東京世界都市博覧会基本構想懇談会の答申によって、８月２３

日には「臨海副都心開発・東京フロンティア推進会議」と、その実施機関である「東京フ

ロンティア準備局」とを設置した。このように、東京都の「臨海計画」は、政府・自民党

と競合する中、その規模も組織も拡大され、原計画とはかけ離れたものになっていたので

ある。

なぜこのような計画が可能であったのか、その要因を財政から見てみよう。当時の東京

都の財政事情を普通会計決算から確認すると、地方税収では、鈴木都政第２期（８３年度か

ら８６年度：１１兆４０２８億円）は第１期（７９年度から８２年度：８兆３２３３億円）に比較して３７

％（３兆７９５億円）、第３期は（８７年度から９０年度：１７兆９０２１億円）第２期に比較して５７

％（６兆４９９３億円）も伸びていた。つまり第２期に対し第３期に増額した地方税収は約

６兆５０００億円にも達し、年度平均で１兆６０００億円の規模であった。これは第３期の単年度

平均地方税収の約３６％に当たっていた。単純に考えれば、第３期には毎年前年度比１３０％

以上の伸び率の地方税収があったということになる。

一方、性質別歳出中の普通建設事業費をみると、第２期（２兆２５７６億円）は第１期

（１兆８５４３億円）に対し２２％（４０３３億円）、第３期（５兆４３６５億円）は第２期に対し１４１％

伸びていた。このため第２期に対し第３期で増額した予算額は約３兆２０００億円であり、単

年度平均でも約８０００億円の規模に達していた。そうすると、第２期に対し第３期では単純

に見て、年度毎１兆６０００億円の地方税収増分のうちの半分、８０００億円が普通建設事業費に

充当されていた勘定になる。また各種基金残高も第２期の７１００億円から第３期は４兆円規

模に達し、約４７０％も伸びて、その基金数も６基金から１６基金に増加していた。第３期に
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増額した基金を年度平均にすれば約８０００億円に当たる。

一方、第２期と第３期における人件費や公債費などの、いわゆる義務的経費７９）の伸び率

は８.７％でしかなかったのに対し、普通建設事業費などの投資的経費８０）は１３８％の伸び率に

なっていた。当時臨海計画は策定中であり増収分が臨海計画の実施と、基金にすべて充当

されたとは言えないまでも、こうして見ると、第３期の財政は、義務的経費を低く押さえ

ながら他方で増収分を建設事業に半分、各種基金に半分充当するというような構造であっ

たことが分かる。つまり、こうした財政的裏付けの存在ゆえ臨海計画のような大型開発事

業の実施が可能であったのである。

こうした状況に各党はどのような評価を下していたのであろうか。この点に関し社会党

都議会や共産党都議会は反対を主張したが、議会内勢力としては少数であった。これに対

し都議会自民党や都議会公明党、そして都議会民社党は、執行機関の臨海計画に賛成の立

場を取っていた８１）。

一方、同時期の住宅政策は如何なる状態であったか、これを次に見て見よう。

 ７９年の第二次石油危機以降、東京の一極集中化は始まり、また８５年の円高不況後には、

金融緩和や内需拡大、規制緩和や大規模プロジェクトの推進などによって、諸機能の東京

集中化が一層顕著になると、この集中化は地価の高騰を生み、都民の都心部への居住を困

難にさせた。その結果、都心部と区部の定住人口は低下し、昼間就業人口と夜間居住人口

との不均衡も拡大していった８２）。政府はこうした状況に対処するため国土利用計画法によ

る監視区域制度の強化を図り、また８９年には土地基本法を制定して、その理念の下で、土

地利用計画の抜本的な見直しを含めた都市計画法や建築基準法の改正など、総合的な対策

を推進した。しかし、いわゆる「バブル経済」による異常な地価高騰と建築工事費の高騰

とが相まって、住宅価格が上昇すると、都民が適正な価格によって適正な規模の住宅を確

保することは困難な状況になったのである８３）。

こうした点で、都民意識は東京都の住宅対策に関心を抱くことになった。８８年時での住

宅局の「住宅需要意識調査」８４）を見ると、「住宅に対する評価」が、全国平均では４７.６％が

「満足」であったのに対し、東京都では４０.５％でしかなかった。「不満」になると全国５１.５

％に対し、東京都は５８.８％であった。また翌年度の８９年時の「都政全般に対する調査」８５）

によっても「都政に要望するもの」の第１位は「住宅政策」であった。住宅政策に対する

要望は、８７年度が第４位、８８年度が第２位となって、徐々に順位を上げていた。このよう

に都民の住宅問題への関心の高さとそれに対する不満意識が伺える。

こうした状況の中、８８年２月には「東京都住宅政策懇談会」を設置され、知事は東京都

における住宅政策のあり方について新たな視点に立った検討を同懇談会に諮問した。同懇

談会は、一極集中化下での良好な住宅政策のあり方を検討し、同年１０月、中間報告を行っ

たが、その報告では中堅所得者層を対象とした「都民住宅」の供給と、公共住宅と公共施

設との「合築」の推進が提言されたものの、「都民住宅」の供給開始による政策の実効性

は８９年１１月以降になった８６）。また９０年４月には最終報告も行われたが、そこでは、従来の

都営住宅供給重視の住宅政策を改め、土地高騰による公示単価上昇に伴って「新たな政策

提示」、たとえば中堅所得層向け施策の充実や民間市場の公共住宅への転用や住宅マスタ

ープランの策定、さらに東京都住宅基本条例の制定や優良民間賃貸住宅制度の創設等が提

言された８７）。こうした対策は従来の住宅政策の転換を意味したが、ただ第３期で実際効果
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があったかといえば必ずしも期待できるものではなかった。同方針の具体化は、住宅マス

タープランの策定が９１年７月、優良民間賃貸住宅制度の創設が９１年７月、そして住宅基本

条例制定は９２年４月であったというように、住宅政策の充実は９１年度以降であったからで

ある。従って、第３期での住宅対策は、従来政策の継続が中心であり、わずかに都民住宅

の供給が８９年度から実施されたという程度のものでしかなかったのである。

鈴木都政第２期での住宅政策では、都営住宅や公社住宅、そして区市町村住宅等の公営

住宅の供給と、住宅建設資金貸付融資斡旋住宅の供給であったが、３期中では、住宅建設

資金貸付融資斡旋住宅制度の８８年度の廃止に伴い、新たに８９年度から住宅賃貸融資住宅の

制度化と、８９年度から都民住宅の供給が行われた。都民住宅という新規政策が制度化され

た点では従来政策の漸進を意味するが、それによって住宅政策が直ちに向上したと判断で

きるまでには至っていない。都民の意識調査における「不満」の状態や、８０年代の住宅政

策が無策であったとする議論８８）に加えて、住宅政策に当たった住宅局職員、篠木昭夫の著

作からも、住宅供給数が必ずしも充足していなかった点が指摘されているからである８９）。

この点を普通会計決算における目的別歳出から確認して見よう。８６年度の歳入は

４兆３３３２億円であり、８７年度は５兆２６６６億円、そして８８年度は５兆６７３３億円、さらに８９

年度は６兆２４８８億円、最後に９０年度は６兆５７５０億円であった。８６年度を１００とすると、８７

年度が１２２、８８年度が１３１、８９年度が１４４、そして９０年度が１５２である。一方、歳出に占める

「土木費」は、８６年度の決算では７６４０億円であった。これを１００とすると８７年度は１３６で８８

年度が１６３、さらに８９年度が２２６、そして９０年度が２２０となる。これに対し、「民生費」は８６

年度の決算では２８５２億円が支出されたが、同様に指数化すると、８７年度が１０７、８８年度が

１１６、８９年度が１３１、そして９０年度が１３９である。９０年度の歳入総額が８６年度の約１.５倍に拡

大し、土木費も８６年度に対し９０年度は２倍強に増大していたことに対し、９０年度の民生費

は８６年度の１.４倍弱でしかなかった。つまり歳入増大の効果は「土木費」の拡大には寄与し

ていたと考えられるが、「民生費」はその恩恵に預かっていなかったことが分かる。

こうした状況は歳出の普通会計決算の性質別分類からも指摘できる。普通建設事業費の

うちの「住宅」決算は、鈴木都政第２期（８３年度から８６年度）と第３期（８７年度から９０

年度）の比較で見ると、第２期が４２５２億円（単独事業費と補助事業費の合計）であったの

に対し、第３期は５１９３億円（同）であり、その伸び率は２２.１％でしかなかった。これに対

し、同じ普通建設事業費内の「道路・街路」の事業では、前者が４５９３億円に対し、後者が

１兆３５８３億円で、伸び率は１９５.７％であった。同様に、普通会計決算の普通建設事業費で見

ると、第２期が２兆２５７６億円に対し、第３期は５兆４３６４億円で、普通建設事業費の伸び率

は１４０.８％であった。以上の点からも鈴木都政第３期前半期、住宅政策がとりわけ重視され

ていたとは言えない状況である。

ではこの点を住宅供給数の面から確認して見よう。住宅政策の分類中、都営住宅は第２

期に１９６６０戸、第３期には２１３６１戸供給された。都営住宅供給数から見ると第３期には８％

供給数が増加している。８９年度から制度化の都民住宅も供給され、当該年度では８７１戸の

供給があった。しかし住宅総供給数は第２期の４５２７８戸に対し、第３期では２９９２０戸とむし

ろ３４％も減少している。具体的にみると住宅建設資金貸付融資斡旋住宅は８８年度で終了し、

住宅賃貸融資住宅へ切り替わるが、単純に両者合計でみても第２期が２２３７３戸で第３期で

は４８４０戸に減少した。公社住宅は第２期の２５５３戸に対し、第３期では１９９２戸、区市町村住
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宅が第２期の１５３５戸に対し第３期では８５９戸に減少した。つまり住宅供給数の面でも東京

都の住宅政策は第２期と比較して第３期が充実していたとは言えなかったのである。

実際、年度別に見ても８７と８８年度の住宅供給は、第２期を継続したものでしかなかった。

住宅政策の具体化が都営住宅と公社住宅、そして区市町村住宅、さらに住宅建設資金貸付

融資斡旋住宅であった点も第２期に対し、同様であった。都営住宅の供給は８６年度の５３６３

戸に対し、８７年度は５６５１戸、８８年度が５１０７戸と、５０００戸台は確保されるが、住宅建設資金

貸付融資斡旋住宅は８６年度の３９３５戸に対し、８７年度１５７５戸であり、８８年度わずかに８１２戸

で、むしろ減少化傾向であった。

 ８９年度歳入は、好調な景気を背景として前年度比で１０.１％伸びた。このような景気状況

は歳入の面でも顕著で、たとえば８６年度歳入は８５年度歳入に対し３０２８億円増収であったが、

８７年度歳入は前年度に対し９３３４億円となり、８８年度でも同様に４０６７億円、さらに８９年度で

は対前年度５７５５億円増収であった。

一方、歳出を見ると８９年度は、臨海部副都心開発に８８年度の約３倍に当たる６６６億円が

投入され、それにあわせて幹線道路や地下鉄１２号線、そして多摩モノレール建設等、投資

的経費は前年度（１兆３５１６億円）をさらに上回り１兆３７３９億円にも達した。これは７５年度

以来過去最高の投資額であった。公共投資の指標としての普通建設事業費内の単独事業費

も８８年度（１兆７１２億円）をさらに上回り１兆９７３億円に拡大した。東京フロンティア（世

界都市博覧会）基金など４基金が創設されたのも８９年度であり、その総額は７５０億円とな

り、既存の１２基金とあわせた総額は、単年度１兆１８２５億円に達した。このように当年度は

開発事業の開始年度であったといってもよいが、その反面で、住宅対策は必ずしも充実し

ていた訳ではなかったのである。

例えば８９年度の住宅政策は４点に分類できる。第一に、前年度からの継続政策があった。

中堅所得者層中心の都民住宅建設が４５７戸と都営住宅建設が５５７７戸、そして区市町村住宅

が３５３戸であり、地域特別賃貸住宅（公社住宅）の建設が４８１戸であった。第二に、施設改

善という方法があった。例えば、木造賃貸住宅の建て替えや高齢者が利用し易い環境を提

供するための施設改善である。第三に、供給数の増大を図るための方法も取られた。高齢

者の利用に供する目的の民間住宅の借上げやひとり暮らし老人用住宅としての民間住宅の

借上げ（住宅賃貸融資住宅）がそれである。第四に、区市町村への予算補助が行われた。

区市町村の管理する公共住宅への補助（区市町村住宅）では３５３戸が実施されていたので

ある。

続いて９０年度では、第一に従来の政策が継続された。都民住宅の建設が４１４戸であり、

都営住宅が５０２６戸、さらに地域特別賃貸住宅（公社住宅）が５９４戸であった。第二に、住

宅資金援助の木造賃貸住宅の建て替えへの資金援助（住宅賃貸融資住宅）が１６９７戸実施さ

れた９０）。第三に、供給数増加対策が挙げられる。区市町村住宅対策として１５６戸が実施さ

れた９１）。そして第四に「第三次長計」が９０年１１月発表されたことである。これは２０００年度

までに公営住宅のほか、財政支援などの東京都が関与する住宅の供給数を３５万戸供給しよ

うとするものである。内訳は都営住宅が合築を含めて６０１００戸（新規１７６００戸）、建替えが

４２５００戸、そして第二次長期計画での戸数が５２５００戸（新規１５０００戸、建替え３７５００戸））で、

さらに都民住宅が２５５００戸、そして優良民間賃貸住宅が１０万戸である。木造賃貸住宅の

６７９２戸（建て替えのみ）や簡易耐火住宅の２２３８８戸（建て替えのみ）に加え、さらに利用
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権設定型ケア付住宅が１０００戸（建て替えのみ）提案されていた。

では、こうした住宅政策に対し政党はどのように考えていたのであろうか。都議会自民

党は全種類の住宅供給数増加を要望していたが、知事と執行機関の提案する政策を基本的

には評価していた９２）。都議会民社党も都議会自民党と同様に執行機関を基本的には支持し

ていたが、政策的には同会派は住宅政策よりむしろ中小企業対策を重視していた９３）。これ

に対し都議会公明党は、公共施設と都営住宅を合築してでも、都営住宅の建設数を増加さ

せることを要望していた。特に都営住宅の供給数が増加していない点を８９年度と９０年度の

第一定例会では指摘していたのである。また臨海計画における住宅供給では公共部門での

住宅数と民間部門での住宅数との比率である「公民比率」に固執していた。つまり、この

時点で同会派は臨海計画以上に住宅政策を重視していたのである９４）。

他方、社会党都議会は、第一に住宅予算の扱いに不満を表明していた。すなわち、一般

会計歳出の目的別内訳予算案でみると、８９年度は前年度比で、「都市の整備」は３１.１％増

の伸び率であったのに対し、「住宅の建設」は２０.７％増でしかなく、またその構成比でみて

も、「住宅の建設」は歳出全体の４.４％でしかないと不満を表明した９５）。続いて９０年度予算

案審議でも同様の点を指摘した。一般会計の歳出予算総額は、前年度比で７.３％に押えなが

ら、「都市の整備」は２８％と３年連続の伸びを示した。その反面「住宅の建設」は４.４％で

しかなく、社会党都議会はこれをして開発偏重であると主張したのである９６）。

また同会派は、中堅所得者層が借りられる住宅の供給をも要望した。８０年代後半期は地

価高騰のため民間住宅賃貸価格が高騰したが、こうした状況で打撃を受けたのは所得基準

で公営住宅に入居できない中堅所得者層であった。この要求に対し執行機関は、中堅所得

者の住宅確保に取り組み、民間の協力による供給数の増大策を講じた。すなわち優良民間

賃貸住宅制度である。また９０年度以降では都民住宅の供給数も増加したが、その増加が同

会派の主張に沿った形となったのである。

また、共産党都議会は、社会党都議会と同様に反知事派の立場であったが、同党は一貫

して都営住宅の供給数を問題にした。計画数どおりに建設が行われていないこと９７）、同住

宅の建設戸数が美濃部都政に比較して低下していることが主張の内容であった。従って、

鈴木都政の住宅政策は評価はできないとした９８）。

このように、都議会自民党と都議会民社党は、鈴木都政の住宅政策を評価し、都議会公

明党と共産党都議会は、都営住宅の供給が十分でない点で、また社会党都議会は「住宅の

建設」予算が「都市の整備」予算に比較して過少であったという点で鈴木都政の住宅政策

に異議を唱えたのである。ただし、社会党都議会は、中堅所得者に対する住宅政策も重視

していたため、都民住宅や優良民間賃貸住宅の供給が行われるようになると、同党の主張

は政策化されたことになったが、この点は注目されて良い。

このように、鈴木都政第３期の住宅政策は、８７から８８年度では第２期の同政策の継続が

中心であり、続いて８９から９０年度では、それらがやや漸進するが、住宅建設数ではむしろ

第２期を下回り、第２期以上に当該政策が向上したとはいえなかった。特に都議会公明党

は、都営住宅の供給数と臨海計画における公営住宅の建設数の点で不満を主張していた。

社会党都議会は、中堅所得者向けの都民住宅の建設開始を評価する一方、公共事業投資へ

の重点的な予算配分を批判した。一方、都民の意識でも住宅政策に対する不満が全国平均

以上となり、選挙民の意思を反映した住宅政策が実施されていたとの評価は困難であった
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というのが鈴木都政第３期の状況であったと言えよう。

都議会公明党が９１年知事選挙で鈴木知事に対抗するに至った発端は既述の通り、消費税

の公共料金への転嫁問題に求められつつも、その背景には、住宅政策への不満が存在して

いたと考えられる。同党は８９年第一定例会で初めて指摘したが、それ以前から住宅政策の

充実を求めていたことは以上の検討からも想定できる。

その後、同会派は知事との関係を修復させることに至るが、この議論は次号にしよう。

注
　１）９０年代に入って地域政党としての「生活者ネットワーク」は一定の議席を継続して確保するよ

うになった。

　２）『朝日新聞』１９９１年４月８日朝刊がこのように規定している。片岡正昭『知事職をめぐる官僚と

政治家』木鐸社、１９９４年、２１４頁。政党の地方組織が望む候補を政党中央本部の決定で覆し、それ

以外の者を候補とした事例は、６３年奈良、６７年東京、９１年東京の３例に限定されるほど過少であ

ると片岡はいう。

　３）無党派知事の登場に関する報道では、東京新聞社会部都政取材班編『無党派知事の光と影　激

動の青島都政の追跡』東京新聞出版局、１９９６年、３４頁。

　４）９１年都知事選挙では佐々木毅『政治はどこへ向かうのか』中央公論社、１９９２年、１４９─１５４頁。

佐々木毅「東大社研シンポジウム討論」『社会科学研究』第４４巻第１号、１９９２年、８４─９７頁。

　５）中野実「大都市テクノクラシーと政治紛争―東京都庁移転の決定過程―」中野実編『現代日本の

政策過程』東京大学出版会、１９９６年、２６１─２９６頁。佐々木信夫『都庁　もうひとつの政府』岩波新

書、１９９１年。

　６）御厨貴編『都政の五十年―シリーズ東京を考える①』都市出版、１９９４年、に代表的である。

　７）土岐寛「東京の政治―都政と国政の対抗関係」東京市政調査会編『大都市問題への挑戦―東京と

ニューヨーク』日本評論社、１９９２年、２４１─２７１頁。

　８）河野武司「東京都議会議員選挙の分析―政権交代への序曲─」日本選挙学会編『年報選挙研究』

No.９、１９９４年、５３─６５頁。

　９）日比野登編『東京都知事』日本経済評論社、１９９１年。前田幸男「連合政権構想と知事選挙─革新

自治体から総与党化へ」『国家学界雑誌』第１０８巻第１１・１２号、１９９５年。

　１０）高寄昇三『地方政治の保守と革新』頸草書房、１９８１年。北原鉄也「統一地方選挙にみる地方保

守王国と政界再編成」『都市問題』第８６巻第７号、１９９５年。高寄の場合は行政学的視角からの分析

であり、片岡の場合は政治学的視角からの研究であるが、両者は地方の事情によって知事候補が

選考される点で共通していると片岡は述べる。片岡、前掲書、３３８頁。

　１１）高畠通敏「選挙分析と二次計画」『立教法学』第１２号、１９７２年。

　１２）鵜野公郎・片岡正昭「社会経済変動と大都市圏知事選挙」『計画行政』第１２号、１９８４年。

　１３）東京都議会局調査部『首長主義と地方議会―制度とその実態』東京都議会局調査部、１９７１年。

　１４）綿貫譲治監訳『民主主義の統治能力―その危機の検討―』サイマル出版会、１９７５年。

　１５）佐々木毅『政治学講義』東京大学出版会、１９９９年、１６６─１６７頁。

　１６）岩崎正洋「統治形態をめぐる民主主義論の展開」『年報政治学』１９９６年、２３５頁。

　１７）地方自治法１７８条によると、議会は首長に対し不信任の議決を行なうことが出来る。首長は議会

に対し解散を行うことができる。

　１８）Mainwaring, Scott, “Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Diffi cult Combination,” Comparative 

Political Studies, （２６）, ２, July, １９９３, pp.１９８─２２８.

　１９）Sartori, Giovanni, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentive and 

Outcomes, London: Macmillan, １９９４, p.１６１. サルトーリは大統領制の問題は議会にあるとする。大統

領は議会の妨害を受けやすい中、いかにして自分の法案を通過させるかということが問題である
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というのである。あらゆる大統領制に共通するのがこの通過する困難さ（crossing diffi culty）であ

るとする。

　２０）８７年４月から５月までの１ヶ月間自民党は単独で多数を占めた期間があったが、それは８７年の

知事選挙で同時に行われた都議会議員補欠選挙での当選者を増やしたことによる。

　２１）レイの断片化指数Rae, Douglas, The Political Consequences of Electral Laws, New Haven, CT: Yale 

University Press, １９６７.１で見ると、１９５９年では０.４８の断片化状況は１９９３年には０.８３にまで上昇した。

またラクソ・タゲペラの有効政党数Laakso, M. and Taagepera, R., “The ‘effective’ number of parties: A 

measure with application to Western Europe,” Comparative Political Studies, １２, １９７９, pp.３─２８.では、有

効政党数が、１９５９年では１.９が１９９３年には５.９にまで上昇している。

　２２）太田薫「遅れてきた男・飛鳥田一雄」『中央公論』１９７８年４月号、１２９─１３０頁。

　２３）美濃部亮吉『都知事１２年』朝日新聞社、１９７９年、２０─２１頁。

　２４）前田、前掲論文、１６１─１６５頁。

　２５）前田直哉「行政プロの知事・鈴木俊一」日比野登編『東京都知事』日本経済評論社、１９９１年、ⅴ、

ⅵ。自民党は５６→５２、社会党１８→１５、新自由クラブ１０→８、逆に公明党２５→２７、民社党３→５で

あった。

　２６）『都政研究』１９８４年８月号、１２頁。

　２７）金指正雄「売上税登場の経緯」内田健三他編『税制改革をめぐる政治力学』中央公論社、１９８８

年、１４─１５頁。

　２８）同上書、３４頁。

　２９）『都政研究』１９８７年３月号、６４頁。

　３０）中村昭雄『日本政治の政治過程』芦書房、１９９６年、８３頁。

　３１）『都政新報』１９８７年１月３０日。

　３２）『日本経済新聞』１９８７年３月１８日朝刊。

　３３）日比野編、前掲書、１４６頁。

　３４）加藤淳子「政策知識と政官関係」『年報政治学１９９５』１９９５年、１２２─１２４頁。

　３５）読売新聞社編『激変の政治選択　８９年参院選・９０衆院選徹底分析』読売新聞社、１９９１年、２６─２８

頁。

　３６）矢野絢也『二重権力・闇の流れ　平成動乱を読む、政界仕掛人・矢野絢也回想録』文芸春秋社、

１９９４年、第７章。

　３７）飯塚繁太郎・外山四郎『公明党対共産党』一光社、１９７４年、５９─６２頁。

　３８）『都政新報』１９８８年１２月９日、５頁。

　３９）この時には、「平成元年度補正予算」の他に「平成元年度予算」が提案された。公明党は条例改

正案では、貸切交通（バス）、地下鉄料金への消費税転嫁案に反対し、予算案では条例案に関して

予算措置を伴う「平成元年度補正予算案」に反対した。

　４０）岩崎正洋「統治形態をめぐる民主主義論の展開―大統領制･議院内閣制と民主主義―」日本政治

学会編『年報政治学』１９９６年、２４６頁。ここで岩崎は、議院内閣制における最小政党の「脅し」に

ついて論述している。首長主義における同問題と議院内閣制における同問題とを同一に理解して

いるわけではないが、示唆的であるので援用した。

　４１）依田博「市長選挙と政党間の対立と協調」三宅一郎･村松岐夫編『京都市政治の動態』有斐閣、

１９８１年、３０４─３０５頁。

　４２）佐々木毅、前掲書、１６６─１６７頁。

　４３）Sartori, op.cit., pp.１７６─１７７.

　４４）依田、前掲論文、３０４─３０５頁。

　４５）Kohno, Masaru, “Post-１９５５ Changes in the Japanese Party System,” Japan's Postwar Party Politics, 

Princeton University Press, １９９５, pp.１２５─１３４. 河野は、公明党、民社党、新自由クラブが衆議院選挙

に進出した例を取り上げて、これらの政党が議会進出できたのは、中選挙区の中でも定数の多い選
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挙区（５名区、６名区）で議席を獲得したことによってであったと主張した。このことから、河

野は定数の多い選挙区では複数政党の進出を実現させる誘因があることを実証した。

　４６）『都政新報』１９９０年６月１５日、１頁。

　４７）『都政新報』１９９０年７月６日、１頁。二定の代表質問が７月４、５日行われたが、同党副幹事長岩

館衛はそこで都営住宅の着工について知事を質した。

　４８）『都政新報』１９９０年７月１３日、１頁。知事の強権ぶりが具体的に掲載されている。

　４９）『都政新報』１９８９年８月８日、１頁。自民党幹事長保坂三蔵は「現時点でいえば鈴木さんですね。

知事選前年の十一月（来年の十一月）に八十歳を迎えるが、その時の鈴木知事を見て欲しいです

ね」『都政新報』１９８９年、８月１日、１頁。民社党・市民連合幹事長三浦正勝「・・鈴木知事の

活動、活躍というのはフランクに考えたら否定する人は少ないと思う。・・・二年後の知事選は最

後の仕上げという意味でも鈴木知事に是非やっていただきたいと期待を持っている」『都政新報』

１９８９年８月１８日、１頁。いずれも都政新報でのインタビュー記事、「新幹事長に聞く」より抜粋し

た。 

　５０）『都政新報』１９９０年７月１０日、１頁。メンバーは、内田茂（２期、千代田）塚原宏司（２期、新

宿）内藤尚（２期、品川）矢野一（２期、渋谷）松本文明（２期、中野）山田宏（２期、杉並）

高野之夫（１期、豊島）小林多門（２期、八王子）田村市朗（２期、西多摩）白井威（１期、南

多摩）川島忠一（２期、島部）の１１人。

　５１）『公明』１９９０年６月号、９２─９８頁。

　５２）『都政新報』１９９０年７月３１日、３頁。

　５３）『都政新報』１９９０年８月２１日、１頁。但しこの時期新執行部ができたのは、自民党、民社党のみ

であった。従って公明党の記載はない。

　５４）『都政新報』１９９０年１１月２０日、１頁。

　５５）公明党はこの党大会で「三党体制下での中道の主体性発揮」を方針として掲げた。この三党体制

とは、自民、社会、中道＝公明の体制である。（第３０回党全国大会活動方針）五十嵐仁『概説　現

代政治─その動態と理論』法律文化社、１９９３年、２００─２０１頁。

　５６）『都政新報』１９９０年１１月３０日、２頁。

　５７）『都政新報』１９９０年１２月７日、１頁。

　５８）『公明』１９９１年２月号、１００─１０５頁。

　５９）内田健三『大政変』東洋経済新報社、１９９４年、５４頁。自民党執行部は磯村尚憲を９０年末には決定

していた。

　６０）『公明』１９９１年４月号、１０６─１０８頁。

　６１）『都政新報』１９９０年９月２１日、１頁。

　６２）『都政新報』１９９１年３月５日、２頁。

　６３）座長には牧野昇三菱総研会長が就任した。

　６４）『朝日新聞』１９８４年９月５日、朝刊。

　６５）会長は宇野宗佑である。

　６６）東京都『東京テレポート構想─東京テレポート構想と構想作成のための検討─』東京都、１９８５

年、１３─１８頁。

　６７）東京都『東京テレポート構想検討委員会中間報告』東京都、１９８６年。

　６８）『朝日新聞』１９８６年７月２７日。

　６９）横田政次『僕は裏方―都・区政の四十五年』ぎょうせい、１９９２年、７４─８０頁。

　７０）竹下惟利「東京臨海部開発の抜本的見直しの提唱（１）」『都市問題』第８６号第５号、１９９５年、

９１─９２頁。

　７１）同会議は知事以下副知事、企画審議室長、総務局長など９人の局長で構成された。都の意気込み

がみえる。

　７２）東京都港湾局編『図表でみる東京臨海部』（社）東京都港湾振興協会、１９８７年。
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　７３）課長クラスの各１０人から構成される４つのチームを発足させた。①再開発の方針、②交通基盤、

③都市基盤（防災、埋め立て、盛り土）、④水供給処理の集団である。

　７４）事業主体は第三セクターである。８７年中にマスタープランを策定する。９３年までに東京テレポー

トの部分的完成を目指している。供給床面積は３４０ヘクタールである。就業人口を１０万人とした。

建設投資額は土地造成、道路、上下水道、人口地盤、などの都市整備費２５００億円、通信基盤整備

が２５００億円、また周辺施設建設で１兆１１００億円、情報通信機器で２８００億円、合計１兆８９００億円と

いう内容であった。

　７５）①用地は１３号地その１、その２、１０号地その１、有明の４地区で、４４０ヘクタールとする。②建

設物は、高度情報通信基地を備えたインテリジェントビル街（東京テレポート　１３号地その１と

その２地区）、世界的規模の展示施設（１０号地その１地区）、住宅地区（１２５００戸　有明地区）③交

通は首都高速１２号線と一般道路を建設、京葉線と新交通システム（１２キロ）を９３年までに完成さ

せる。④総事業費３兆４２００億円（交通施設　１兆４２００億円を含む）を予定している。

　７６）『自由新報』１９８７年１０月４日。

　７７）『自由新報』１９８７年１１月１０日。『朝日新聞』１９８７年１１月７日、朝刊。

　７８）他に次のような内容があった。①土地利用は長期貸し付け方式に加え土地信託方式にした。第三

セクターの東京臨海副都心建設株式会社が賃貸料を徴収管理する。②会計：８９年度当初臨海副都

心開発事業会計を設置した。③住宅：６００００人程度の人口を目指す。公共住宅６０％、民間住宅３５％、

その他５％にした。その際開発利益を受ける事業者に交通関係の受益負担を決めた。

　７９）人件費＋扶助費＋公債費

　８０）普通建設事業費＋災害復旧事業費＋失業対策事業費

　８１）ただし、都議会自民党、都議会公明党からも同計画推進への慎重論や反対論が台頭するように

なる。９０年５月１７日、第二定例会の住宅港湾委員会で、都議会公明党は、都民要望の住宅供給数

充実を理由に「臨海計画」の延期、見直しを知事に要求している。都議会自民党の当選回数の少

ない議員からも「同計画」への批判が噴出している。都議会公明党は６月１１日の住宅港湾委員会

でも「臨海計画」中の住宅建設に対し、公共住宅建設と民間住宅建設との比率、いわゆる「公民

比率（８９年４月の計画では公共６０％、民間３５％、その他５％）」の公共部分の比率アップを求め

た。これが達成されなければ「同計画」には賛成できないとさえ主張している。また都議会自民

党の一部議員も、同計画が知事主導で行われて議会の意見が反映されていないと主張している。

１０月２７日の第三定例会では、「臨海計画」の事業費が８８年４月の臨海部開発推進会議の事業計画

から比較して約９１％上昇することも明らかになっている。広域交通基盤整備費は１兆５１００億円か

ら２兆７９００億円に、地域内都市基盤整備費が４９００億円から１兆１７００億円に、そして総事業費が

４兆１４００億円から７兆９２００億円に達していた。同事業費は企業負担によっても賄われるが、総事

業費の１５％、約１兆１８８０億円は財政出動される。こうして９１年３月７日の第一定例会では、臨海

副都心開発事業会計が、都議会自民党一部、都議会公明党、社会党都議会、共産党都議会などの

反対多数で否決され、普通会計では臨海、フロンティア予算案の１８００億円が凍結されたため、同

事業は全面中断することになった。８５年の原案（テレポート用地４０ヘクタール、就業人口約３万

人の都市建設）からみると「同計画」拡大は明らかであった。

　８２）土岐寛『東京問題の政治学』日本評論社、１９９５年、１４３─１６０頁。

　８３）東京都『住宅５０年史─住宅局事業のあゆみ─』東京都、１９９９年、６頁。

　８４）東京都『住宅需要意識調査─東京都関係の結果報告』東京都、１９８８年、２８頁。

　８５）東京都『世論調査４０年の概要（Ⅰ）』東京都、１９９１年、２１頁。

　８６）東京都『東京都住宅政策懇談会中間報告』東京都、１９８８年。

　８７）東京都『東京都住宅政策懇談会報告』東京都、１９９０年。

　８８）須田春海「矛盾が集中する臨海副都心計画」『世界』第５５０号、１９９１年、３５４頁。

　８９）篠木昭夫『４０年の足跡　都政と共に』講談社出版サービス、１９９７年。

　９０）『都議会リポート』No２４０、１９９０年、３１頁。
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　９１）『都政新報』１９９０年６月１２日。

　９２）『都議会リポート』No２２２、１９８９年、４─５頁。

　９３）東京都労働経済局『事業概要』東京都、１９９１年。中小企業対策の項を参考にした。東京都商工指

導所『東京都中小企業経営白書』東京都、１９９２年。

　９４）『都議会リポート』No２２２、１９８９年、６─７頁。

　９５）『都議会リポート』No２２２、１９８９年、８─９頁。

　９６）『都議会リポート』No２３９、１９９０年、６頁。

　９７）『都議会リポート』No２２５、１９８９年、１１─１２頁。

　９８）『都議会リポート』No２３９、１９９０年、８頁。

キーワード：鈴木都政　都議会　開発政策　住宅政策　中道政党

（MITSUNOBU Tadahiko）
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